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入札公告【総合評価落札方式】

（建築のためのサービスその他の技術的サービス（建設工事を除く））

次のとおり一般競争入札に付します。

なお、本業務に係る落札決定及び契約締結は、当該業務に係る平成 22 年度本予算が成立し、

予算示達がなされることを条件とするものである。

今回の業務に参加可能な実績を有し、業務拠点の参加条件を満たす者は、330 者程度が見込

まれます。

平成 22年 1月 20日

分任支出負担行為担当官

中部地方整備局名古屋国道事務所長 高橋 敏彦

１ 業務の概要

（１）業 務 名 平成２２年度 名古屋国道用地関係資料作成整理等業務（電子入札対象

案件）

（２）業 務 内 容

本業務は、名古屋国道事務所が施行する事業に必要な土地等の取得等及びこれに伴

う損失の補償並びに事業施行に伴う損害等の費用負担に関する業務の一部を委託する

ものである。

（３）履行期限

平成22年4月1日から平成23年3月31日までを予定している。

（４）入札方式等

本業務は、価格に加え、価格以外の要素も総合的に評価して落札者を決定する総合評

価落札方式で実施するものである。

本手続きは、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料及び技術提案書（以下

「競争参加資格確認申請書等」という。）の資料提出及び入札を電子入札システムで行

うものとする。

電子入札システムで使用できるＩＣカードは、代表者又は入札・見積権限及び契約締

結権限について年間委任状により委任を受けた者のＩＣカードのみである。

なお、電子入札システムによりがたい者は、発注者の承諾を得た場合に限り紙入札方

式に変えることができる。

２ 競争参加資格

（１）基本的要件

入札参加希望者は、次の１）に掲げる資格を満たしている単体企業であること。
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１）単体企業

① 予算決算及び会計令（昭和 22 年勅令第 165 号、以下「予決令」という。）第 70条

及び第 71条の規定に該当しない者であること。

② 中部地方整備局（港湾空港関係を除く）における補償関係コンサルタント業務に係

る平成 21・22年度の一般競争（指名競争）参加資格の認定を受けていること。

③ 競争参加資格確認申請書等の提出期限の日から開札の時までの期間に中部地方整備

局長から建設コンサルタント業務等に関し指名停止を受けている期間中でないこと。

④ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者等又はこれに準ずるも

のとして、国土交通省発注工事等から排除要請があり、当該状態が継続している者で

ないこと。

⑤ 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。

なお、上記の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡を

取ることは、中部地方整備局競争契約入札心得第 4 条の 3 第 2 項の規定に抵触する

ものではないことに留意すること。

ａ）資本関係

以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生

会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。

ア．親会社と子会社の関係にある場合

イ．親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合

ｂ）人的関係

以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、イ．については、会社の一方が

更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。

ア．一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合

イ．一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合

ｃ）その他入札の適正さが阻害されると認められる場合

その他上記ａ）又はｂ）と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる

場合。

※ １）②に掲げる一般競争（指名競争）参加資格の認定を受けていない者も競争参

加資格確認申請書等を提出することができるが、その者が入札に参加するためには、

競争参加資格確認通知の日までに、当該資格の認定を受けていなければならない。

（２）入札参加希望者の中立性・公平性に関する要件

１）本業務の履行期間中に終期がある当該事務所発注の補償関係コンサルタント業務を

受注している者は、本業務の入札に参加できない。

２）本業務に係る関係権利者との間において、以下のいずれかに該当する関係がある者

は、本業務の入札に参加できない。

ａ）資本関係
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ア．会社法に基づく親会社と子会社の関係にある場合又は親会社を同じくする子会

社同士の関係にある場合。

イ．一方の者が他方の者の発行済株式総数の 100 分の 50 を超える株式を有し、又

は出資の総額の 100分の 50を超える出資をしている場合。

ｂ）人的関係

入札参加希望者及びその役員（業務を執行する社員、取締役又はこれに準ずる

社員をいう。以下同じ。）が関係権利者である場合又は入札参加希望者の役員が

関係権利者の役員を兼ねている場合。

（３）業務拠点に関する要件

中部地方整備局管内に営業拠点等を有する者でなければならない。

※ 営業拠点等とは、技術者が 1 名以上常駐する本社(店)、支社(店)又は営業所等

をいう。

（４）入札参加希望者の業務実績に関する要件

入札参加希望者は、平成 12 年度以降に完了した以下に示す同種又は類似業務におい

て、1 件以上の実績を有していること。ただし、地方整備局委託業務等成績評定要領に

基づく業務成績が 60点未満の業務は実績として認めない。

同種業務：国、特殊法人等（公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施

行令第１条に規定する法人（日本道路公団など同条に規定する法人組織改

編前の法人を含む。）。以下同じ。）、地方公共団体、その他土地収用法第 3
条各号の一に規定する事業を行う者が発注した用地関係資料作成整理等業

務又は補償コンサルタント登録規程（昭和 59年 9月 21日建設省告示第 1
341 号、以下「登録規程」という。）第 2 条第 1 項の別表に掲げる登録部

門のうち、土地調査部門及び物件部門に係る補償業務。

類似業務：国、特殊法人等、地方公共団体、その他土地収用法第 3 条各号の一に規

定する事業を行う者が発注した登録規程第 2 条第 1 項の別表に掲げる登

録部門に係るいずれかの補償業務（同種業務を除く。）。

（５）配置予定主任担当者の資格に関する要件

配置予定主任担当者については以下に掲げる資格等のいずれかを有し、本業務に係る

関係権利者との間において人的関係がないこと。

なお、競争参加資格確認申請書等の提出期限までに当該登録を受けていない場合にも

競争参加資格確認申請書等を提出することができるが、この場合、競争参加資格確認申

請書等の提出時に登録規程に基づく当該登録部門に係る登録申請書の写し又は登録追加

申請書の写し、若しくは社団法人日本補償コンサルタント協会が定める補償業務管理士



4

研修及び検定試験実施規程（平成 3 年 3 月 28 日理事会決定、以下「実施規程」とい

う。）第 20 条に基づく当該登録部門に係る研修及び検定試験の免除申請の写しを提出

するものとし、当該業者が入札に参加するためには競争参加資格確認通知の日までにい

ずれかの登録を受け、登録証の写しを提出しなければならない。競争参加資格確認通知

の日は、別表①の日を予定する。

・ 登録規程第 2条第 1項の別表に掲げる物件部門に係る補償業務管理者。

・ 実施規程第 3 条に掲げる物件部門において実施規程第 14 条に基づく補償業務管

理士登録台帳に登録された補償業務管理士。

・ 登録規程第 3 条に定める物件部門に係る補償業務に関し、7 年以上の実務経験を

有する者。

（６）配置予定主任担当者の業務実績に関する要件

配置予定主任担当者は、平成 12 年度以降に完了した同種又は類似業務において、1
件以上の実績を有さなければならない。ただし、業務の実績のうち地方整備局委託業務

等成績評定要領に基づく業務成績が 60点未満の場合は実績として認めない。

同種業務：国、特殊法人等、地方公共団体、その他土地収用法第 3 条各号の一に規

定する事業を行う者が発注した用地関係資料作成整理等業務又は登録規程

第 2 条第 1 項の別表に掲げる登録部門のうち、土地調査部門及び物件部

門に係る補償業務。

類似業務：国、特殊法人等、地方公共団体、その他土地収用法第 3 条各号の一に規

定する事業を行う者が発注した登録規程第 2 条第 1 項の別表に掲げる

登録部門に係るいずれかの補償業務（同種業務を除く。）。

（７）配置予定主任担当者の手持ち業務に関する要件

１）平成 22 年 4 月 1 日現在の全ての手持ち業務の契約金額合計が 4 億円未満かつ手持

ち業務の件数が 10件未満である者であること。

ただし、平成 22 年 4 月 1 日現在の手持ち業務のうち、国土交通省の所管に係る建

設コンサルタント業務等において調査基準価格を下回る金額で落札した業務がある場

合には、全ての手持ち業務の契約金額合計が 2 億円未満かつ手持ち業務の件数が 5
件未満である者でなければならない。

なお、手持ち業務とは主任担当者、担当技術者として従事している契約金額が 500
万円以上の業務をいう。

２）本業務の履行期間中は当該配置主任担当者の手持ち業務量が１）に示す金額及び件

数を超えないこととし、超えた場合には、遅滞なくその旨を報告しなければならない。

その上で、業務の履行を継続することが著しく不適当と認められる場合には、当該配
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置主任担当者を、以下の①から④までのすべての要件を満たす技術者に交代させる等

の措置請求を行う場合があるほか、業務の履行を継続する場合であっても、本業務の

業務成績評定に厳格に反映させるものとする。

① 当該配置主任担当者と同等の同種又は類似業務実績を有する者

② 当該配置主任担当者と同等の技術者資格を有する者

③ 当該配置主任担当者と同等以上の業務成績平均点を有する者又は過去 5 年間の

同種業務における業務成績が 75点以上である者

④ 手持ち業務量が当該業務の入札説明書又は特記仕様書において設定している配置

予定主任担当者の手持ち業務量の制限を超えない者

３）本業務の入札額が調査基準価格を下回る金額であった場合においては、配置予定主

任担当者とは別に、以下の①から④までのすべての要件を満たす担当技術者を 1 名

配置することとし、低入札価格調査時にその旨が確認できる書面として、当該業務の

「予定主任担当者の経歴等」及び「予定主任担当者の同種又は類似業務の実績」記載

様式を提出すること。その上で、すべての要件を満たす担当技術者を配置することが

確認できない場合には、中部地方整備局競争契約入札心得第 6 条第 9 号の規定によ

り、入札に関する条件に違反した入札として、その入札を無効とするものとする。

① 配置予定主任担当者と同等の同種又は類似業務実績を有する者

② 配置予定主任担当者と同等の技術者資格を有する者

③ 過去 5 年以内の同種業務で業務成績が 75 点以上の業務における業務管理者とし

ての経験を有する者

④ 手持ち業務量が当該業務の入札説明書又は特記仕様書において設定している配置

予定主任担当者の手持ち業務量の制限を超えない者

（８）技術提案書に関する要件

入札参加希望者は、次の事項について技術提案書を提出すること。

①実施方針

②業務実施体制

③特定テーマ

本業務において技術提案を求める特定テーマは、以下に示す事項である。

1)本業務における守秘性、中立公平性について

2)適正な補償金額算定等を行うための留意点及び対応策について

（９）業務実施体制に関する要件

競争参加資格確認申請書等に示される業務実施体制に関し、次の事項に該当しないこ

と。

・再委託の内容が主たる部分の場合。

・業務の分担構成が、不明確又は不自然な場合。
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（10）競争参加資格を与えない要件

技術提案書に記載内容が次の項目に該当し、業務が適切に履行できないと判断される

場合は競争参加資格を与えない。

①技術提案の提出が無い場合や内容が殆ど記載されておらず、提案内容が判断できな

い場合。

３ 総合評価に関する事項

（１）総合評価の方法

①技術提案等の内容に応じ、次の 1)、2)、3)の評価項目毎に評価を行い、技術点を

与える。

なお、技術点の最高得点は 60点、最低点数は 0点とする。

1)基本事項評価（企業）

2)基本事項評価（技術者）

3)技術提案書

②価格点の評価方法は以下のとおりとする。

価格点 ＝ 価格点の配分 × （1－入札価格／予定価格）

なお、価格点の配分点は 30点とする。

（２）技術提案等の評価基準等

以下に示す項目を評価項目とする。

①基本事項評価（企業）

業務実績、業務成績、業務拠点、企業信頼度（指名停止等の措置）

②基本事項評価（技術者）

業務実績、業務成績、地域精通度

③技術提案書

実施方針、業務実施体制、特定テーマに対する技術提案

※①の項目で最大 15 点、②の項目で最大 15 点、③の項目で最大 30 点を加算点とす

る。

（３）落札者の決定方法

入札参加者は、価格及び技術提案等をもって入札し、次の各要件に該当する者のうち、

３（１）総合評価の方法によって得られた数値（以下「評価値」という。）の最も高い

者を落札者とする。

①入札価格が予決令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で

あること。なお、予定価格は、設計図書に基づき算出するものとする。

②上記において、評価値の最も高い者が 2 者以上あるときは、該当者にくじを引か

せて落札者を決める。

４ 入札手続等



7

（１）担当部局

〒 467-0833 愛知県名古屋市瑞穂区鍵田町２－３０

国土交通省 中部地方整備局 名古屋国道事務所 経理課

電 話 052-853-7321
ＦＡＸ 052-853-7335
メールアドレス：keimeiko@cbr.mlit.go.jp

（２）入札説明書の交付期間、場所及び方法

入札説明書の交付期間：別表①のとおり。

交付場所及び方法：「電子入札システム」又は国土交通省中部地方整備局ホームペー

ジ（以下「ＨＰ」という。）に掲載した入札説明書をダウンロードすることにより交付

する。

ＨＰアドレス： http://www.cbr.mlit.go.jp
「企業と自治体」－「入札・契約情報」－「測量・建設コンサルタント等業務」－

「入札公告、掲示文、入札説明書、技術資料作成要領」の順で検索のこと。

なお、技術資料作成についての参考資料や見積りに必要な仕様書等は、「電子入札シ

ステム」により交付する。

ただし、やむを得ない事情で、「電子入札システム」による交付を受けることができ

ない場合は、４（１）の担当部局まで連絡し、指示に従うこと。

（３）競争参加資格確認申請書等の提出期間及び提出先

入札参加希望者は、電子入札システムにより競争参加資格確認申請書等を提出するこ

と。

ただし、事前に紙入札方式の承諾を得た者は、持参若しくは郵送（書留郵便に限

る。）すること。

・提出期間：別表②のとおり。

・提 出 先：４（１）と同じ。

（４）入札、開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法

①入札書の受付期間

別表④のとおり。

②入札書の提出方法

入札書は電子入札システムにより提出すること。ただし、事前に紙入札方式の承

諾を得た者は、紙により４（１）まで持参すること。

③開札の日時及び場所

別表⑤のとおり。

５ その他
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（１）手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。

（２）入札保証金及び契約保証金

①入札保証金 免除。

②契約保証金 免除。

（３）入札の無効

本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、競争参加資格確認申請書等に虚

偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする｡

（４）落札者の決定方法

３（３）に記したとおりとする。

ただし、落札者となるべき者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれ

があると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱す

こととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の

範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最も評価値が高い者を落札者とすることが

ある。

（５）手続きにおける交渉の有無 無。

（６）契約書作成の要否 要。

（７）関連情報を入手するための照会窓口 ４（１）に同じ。

（８）競争参加資格確認申請書等に対する留意事項

競争参加資格確認申請書等の提出がない場合又は他の入札参加者と本件業務について

相談等を行い作成されたと認められる場合など競争参加資格確認申請書等の記載内容が

適正と認められない場合は入札に参加できない。

（９）本業務にかかる落札及び契約締結は、平成 22 年 4 月 1 日とするが、当該業務にかか

る平成 22年度予算成立が 4月 2日以降となった場合は、予算成立日とする。

また、暫定予算となった場合、予算措置が全額計上されているときは全額の計上とす

るが、全額計上されていないときは全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契

約とする。

なお、本件入札にかかる開札は、落札決定を保留した上で行うものである。

（10）詳細については、入札説明書による。



9

別表

① 入札説明書の交付期間 平成２２年 １月２０日から

平成２２年 ３月１２日まで

② 競争参加資格確認申請書等の 平成２２年 １月２１日から

提出期間 平成２２年 ２月１７日までの 10 時から 16 時まで

（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）

③ 競争参加資格確認通知の日 平成２２年 ２月２４日

④ 入札書の受付期間 平成２２年 ３月１１日 10時 00分から

平成２２年 ３月１２日 16時 00分まで

（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）

⑤ 開札の日時及び場所 平成２２年 ３月１５日 11時 00分

名古屋国道事務所経理課


